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今般の改正福島復興特措法により、福島県知事は、避難解除等区域復興再生計画（避難解除等区域の

復興及び再生を推進するための計画をいいます。）に即して、避難解除等区域復興再生推進事業を実施

する企業の立地を促進するための計画（以下「企業立地促進計画」といいます。）を作成することがで

きることとされました（福島復興特措法 18①）。 

この企業立地促進計画には、企業立地促進区域（避難解除区域等（避難解除区域、避難指示解除準

備区域(注１)及び居住制限区域(注２)である区域をいいます。以下同じです。）内の区域であって、避難

解除等区域復興再生推進事業を実施する企業の立地を促進すべき区域をいいます。以下同じです。）

など一定の事項を記載するものとされており、また、福島県知事は、企業立地促進計画を作成した

ときは、内閣総理大臣に提出しなければならないこととされています。企業立地促進計画を変更す

る場合においても同様です（福島復興特措法 18②④⑦）。 

(注)１ 避難指示解除準備区域とは、福島復興特措法第４条第４号ハに掲げる指示（原子力災害対策特別措置法第

20条第２項の規定により原子力災害対策本部長が福島の市町村長又は福島県知事に対して行った、住民に対

し居住及び事業活動の制限を求める指示を行うことの指示をいいます。以下同じです。）であるものの対象

となっている区域であり、かつ、原子力災害対策特別措置法第 20 条第２項の規定により原子力災害対策本

部長が福島の市町村長又は福島県知事に対して行った指示において近く避難指示が全て解除される見込み

であるとされた区域をいいます。以下同じです。 

２ 居住制限区域とは、福島復興特措法第４条第４号ハに掲げる指示であるものの対象となっている区域（避

難指示解除準備区域に該当する区域を除きます。）をいいます。以下同じです。 

これを受け、企業立地促進区域に係る措置として、次の制度が創設されました。 

 

 

 

  

法人で福島復興特措法第 23条に規定する認定事業者に該当するものが、対象期間内に、特定機

械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機

械装置等を製作し、若しくは建設して、これを企業立地促進区域内においてその法人の避難解除

等区域復興再生推進事業の用に供した場合には、供用年度において特別償却と法人税額の特別控

除との選択適用ができることとされました（震災特例法 17の２の２①②、福島復興特措法 18④、

23）。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 震災特例法に関する改正 

Ⅰ 原子力災害からの復興支援措置 

  －企業立地促進区域に係る措置－ 

１ 企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度の

創設 

〔創設された制度の概要〕 

《イメージ図》 

 

選択 

機 械 ・ 装 置 

建物・建物附属設備 

構 築 物 
特別税額控除 

  機械・装置は 15％ 

  建物等・構築物は８％ 

 

特別償却 

 機械・装置は 100％ 

 建物等・構築物は 25％ 

 

特定機械装置等 

企業立地促進区域内において 

避難解除等区域復興再生推進事業の用に供用 

  



- 30 - 

⑴ 適用対象法人 

本制度の適用対象法人は、提出企業立地促進計画（福島復興特措法の規定により福島県知事

が内閣総理大臣に提出した企業立地促進計画をいいます。以下同じです。）に定められた企業立

地促進区域内において福島復興特措法の規定に基づき福島県知事の認定を受けた避難解除等区

域復興再生推進事業実施計画に従って避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は

設備を新設し、又は増設した認定事業者（福島復興特措法第 26条により福島県知事の確認を受

けたものを除きます。）です（震災特例法 17 の２の２①、福島復興特措法 18④、19、20③④、

23）。 

⑵ 対象期間 

  本制度の適用期間である対象期間とは、提出企業立地促進計画の提出のあった日から同日又は

提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域に該当する避難解除区域等に係る避難指示

の全てが解除された日のいずれか遅い日以後５年を経過する日までの期間をいいます（震災特例法

17の２の２①）。 

 

（本制度の対象期間） 

 

 

なお、提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区域の変更により次の区域に該当す

る場合には、それぞれ次に定める期間が対象期間とされています（震災特例法令 17の２の２①）。 

区      域 対     象     期     間 

新たに企業立地促進区域に該当

することとなる区域 

その変更について提出のあった日から同日又は避難指示の全てが解除

された日のいずれか遅い日以後５年を経過する日までの期間 

企業立地促進区域に該当しない

こととなる区域 

提出企業立地促進計画の提出のあった日からその変更について提出の

あった日までの期間 

⑶ 適用対象資産 

本制度の適用対象資産である特定機械装置等とは、対象期間内に取得等をされた機械及び装置、

建物及びその附属設備並びに構築物をいいます（震災特例法 17の２の２①）。 

また、法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、特別償却

制度の適用はありません（震災特例法 17の２の２⑤）。 

⑷ 供用年度 

本制度の適用がある供用年度とは、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供

されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを企業

立地促進区域内において避難解除等区域復興再生推進事業の用に供した日を含む事業年度をい

います。ただし、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除

きます（震災特例法 17の２の２①）。 

 

本制度の対象期間

福島復興特措法４

四イ又はロの指示

避難 解 除 区 域

福島復興特措法４

四ハの指示 ５年間

①提出企業立地促

進計画の提出日

②避難指示の全て

が解除された日

いずれか遅い日 ⇒ ②

警戒区域又は

計画的避難区域 居 住 制 限 区 域

《イメージ図》 
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⑸ 特別償却限度額 

本制度による特別償却限度額は、次の算式により計算することとなりますので、機械及び装置に

ついては、普通償却限度額と合わせて取得価額の全額を償却（即時償却）することができます（震

災特例法 17の２の２①）。 

  

イ 機械及び装置 

特別償却限度額 ＝ 取得価額 － 普通償却限度額 

ロ 建物及びその附属設備並びに構築物 

特別償却限度額 ＝ 取得価額 × ２５％ 

 

⑹ 税額控除限度額 

 本制度による税額控除限度額は、次の算式により計算します（震災特例法 17の２の２②）。 

 

 

 

 

 

 

 

⑺ 繰越税額控除限度超過額の控除 

法人が、その事業年度開始の日前４年以内に開始した各事業年度における税額控除限度額のう

ち、上記の法人税額の特別控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額（既に前事業年度まで

に控除した金額を除きます。以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。）を有する場合には、

繰越税額控除限度超過額に相当する金額を、その事業年度の法人税額の 20％相当額（既に控除

された金額がある場合には、その金額を控除した残額）を限度として、法人税額から控除する

ことができます（震災特例法 17の２の２③④）。 

 

 

 

《特別償却・税額控除共通》 

イ 青色申告書を提出する法人以外の法人であっても、本制度の適用を受けることができ

ます。 

ロ 本制度は、震災特例法第 17条の２（同条に係る第 18条の５又は第 18条の６を含みま

す。）、第 17 条の２の３（同条に係る第 18 条の５又は第 18 条の６を含みます。）、第 17

条の３、第 17条の３の２、第 17条の３の３又は第 18条の３の規定の適用を受ける事業

年度においては適用することができません。 

ハ 本制度の適用を受ける減価償却資産については、措法又は震災特例法に規定する他の

特別償却制度等の適用を受けることはできません（震災特例法 18の７、措法 53）。 

《特別償却》 

ニ 特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書

を添付する必要があります（震災特例法 17の２の２⑦、17の２⑦）。 

 

 

 

(算 式) 

申告に当たっての注意点 

 

 

イ 機械及び装置 

税額控除限度額 ＝ 取得価額 × １５％ 

ロ 建物及びその附属設備並びに構築物 

税額控除限度額 ＝ 取得価額 × ８％ 

(注) 上記の算式により計算した金額が、その供用年度の法人税額の 20％相当額を超える場合

には、その 20％相当額が限度とされます。 

 

(算 式) 
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 ホ 償却費として損金算入した金額が償却限度額（普通償却限度額と特別償却限度額との

合計額）に満たない場合には、その満たない部分の金額（特別償却不足額）を１年間繰

り越すことができます。ただし、特別償却不足額として繰り越すことができる金額の上

限は、特別償却限度額となります（震災特例法 18の５、措法 52の２）。 

ヘ 特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てる方法

（その事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる

方法を含みます。）によることも認められます（震災特例法 18の６、措法 52の３）。 

《税額控除》 

ト 税額控除の適用を受けるためには、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、控

除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関

する明細書を添付する必要があります。この場合において、控除される金額は、確定申

告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を基礎として計算し

た金額に限られます（震災特例法 17の２の２⑦、17の２⑧⑨）。 

《繰越税額控除限度超過額の控除》 

チ 繰越税額控除限度超過額の控除の適用を受けるためには、供用年度以後の各事業年度

の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、控除の適用を受

けようとする事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、控除の対象とな

る繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添

付する必要があります（震災特例法 17の２の２⑦、17の２⑩⑪）。 

 

《連結納税制度》 

連結納税制度においても、上記と同様の措置が講じられています（震災特例法 25の２の２）。 

 

〔適用時期〕 

改正福島復興特措法の施行の日（平成 25年５月 10日）から施行されます（改正法附則１十、

改正福島復興特措法附則１）。 
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20% 

  

納税額 

20% 

法 

人 

税 

額 

避難対象 

雇用者等 

に対する 

給与等 

経過日 

 
税額控除 

５年 

避難解除等区域復興再生 
推進事業実施計画の認定  

《イメージ図》 

 

 

 

 

提出企業立地促進計画の提出のあった日から同日又は提出企業立地促進計画に定められた企業

立地促進区域に該当する避難解除区域等に係る避難指示の全てが解除された日のいずれか遅い日

以後３年を経過するまでの期間内に避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を受けた認

定事業者が、その認定を受けた日から同日以後５年を経過する日までの期間（適用期間）内の日

を含む各事業年度（適用年度）の適用期間内において、その企業立地促進区域内に所在する避難

解除等区域復興再生推進事業を行う事業所に勤務する避難対象雇用者等に対して給与等を支給す

る場合には、その適用年度においてその支給する給与等の額の 20％相当額の法人税額の特別控除

ができることとされました（震災特例法 17の３の２①、福島復興特措法 24）。 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 適用対象法人 

本制度の適用対象法人は、提出企業立地促進計画の提出のあった日から同日又は提出企業立

地促進計画に定められた企業立地促進区域に該当する避難解除区域等に係る避難指示の全てが

解除された日のいずれか遅い日以後３年を経過する日までの期間 (注)内に、福島復興特措法の規

定により避難解除等区域復興再生推進事業実施計画が適当である旨の福島県知事の認定を受け

た法人（福島復興特措法第 27条により福島県知事の確認を受けたものを除きます。）です（震

災特例法 17の３の２①、福島復興特措法 20③、24）。 

(注) 企業立地促進区域の変更により新たに企業立地促進区域に該当することとなる区域の場合には、提出企

業立地促進計画に定められた企業立地促進計画の変更について提出のあった日から同日又は避難指示の

全てが解除された日のいずれか遅い日以後３年を経過する日までの期間とされます（震災特例法令 17 の

３の２①）。 

 ⑵ 適用期間及び適用年度 

   本制度の適用期間は、上記⑴の福島県知事の認定を受けた日から同日以後５年を経過する日

までの期間です（震災特例法 17の３の２①）。 

 

 

２ 企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度の創設 

〔創設された制度の概要〕 
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（福島県知事の認定を受ける期間及び本制度の適用期間） 

z  

 

なお、認定を受けた日から同日以後５年を経過する日までの期間内に次に掲げる場合に該当

する場合には、それぞれ次に定める期間が適用期間となります（震災特例法令 17の３の２②）。 

区           分 適    用    期    間 

法人が認定事業者に該当しないこととなった場合 
その法人が認定を受けた日からその該当しないこ

ととなった日までの期間 

提出企業立地促進計画に定められた企業立地促進区

域の変更（認定に係る区域が企業立地促進区域に該当

しないこととなるものに限ります。）があった場合 

その法人が認定を受けた日からその変更について

提出のあった日までの期間 

また、適用年度は、適用期間内の日を含む各事業年度となりますが、合併以外の事由による

解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度は除かれます（震災特例法 17の３の２①）。 

⑶ 避難対象雇用者等 

本制度の対象となる避難対象雇用者等とは、次に掲げる者をいいます（震災特例法 17の３の

２①、震災特例法令 17の３の２③）。 

イ 平成 23年３月 11日において避難対象区域内に所在する事業所に勤務していた者 

ロ 平成 23年３月 11日において避難対象区域内に居住していた者 

⑷ 避難対象雇用者等に対して支給する給与等の額 

避難対象雇用者等に対して支給する給与等の額は、適用期間内に支給され適用年度の所得の

金額の計算上損金の額に算入されるものに限り、その給与等の額のうち他の者（その法人との

間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含みます。）から支払を受ける金額がある場合には、

その金額を控除した金額となります（震災特例法 17の３の２①）。 

⑸ 税額控除限度額 

本制度による税額控除限度額は、次の算式により計算します（震災特例法 17の３の２①）。 

 

 
 
 
 

（注）上記の算式により計算した金額が、その適用年度の法人税額の 20％相当額を超える場合

には、その 20％相当額が限度とされます。 
 
 

認定を受ける期間

本制度の適用期間

３年間

①提出企業立地促

進計画の提出日

②避難指示の全て

が解除された日

いずれか遅い日 ⇒ ②

認定日
５年間

避難 解 除 区 域
警戒区域又は

計画的避難区域 居 住 制 限 区 域

福島復興特措法４

四イ又はロの指示

福島復興特措法４

四ハの指示

税額控除限度額 ＝                 × ２０％ 

(算 式) 

適用期間内に避難対象雇用者等 
に対して支給する給与等の額  

 

適用期間内に避難対象雇用者等  

《イメージ図》 
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イ 青色申告書を提出する法人以外の法人であっても、本制度の適用を受けることができま

す。 

ロ 本制度の適用を受けるためには、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、控除の

対象となる給与等の額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付し、

かつ、給与等の支給を受けた者が避難対象雇用者等に該当することを明らかにする次の書

類を保存する必要があります。この場合において、控除される金額は、確定申告書等に添

付された書類に記載された給与等の額を基礎として計算した金額に限られます（震災特例

法 17の３の２③、17の３③④、震災特例法規６の３の２）。 

（注）上記①②のいずれにも該当する場合には、該当する区分に応じた書類のうち、いずれかの書類を保

存することにより、この書類保存に係る要件を満たしていることになります。 

ハ 本制度は、震災特例法第 17 条の２（同条に係る第 18 条の５又は第 18 条の６を含みま

す。）、第 17条の２の２（同条に係る第 18条の５又は第 18条の６を含みます。）、第 17条

の２の３（同条に係る第 18条の５又は第 18条の６を含みます。）、第 17条の３、第 17条

の３の３、第 18 条の３又は措法第 42 条の 12 若しくは第 42 条の 12 の４の規定の適用を

受ける事業年度においては適用することができません。 

《連結納税制度》  

 連結納税制度においても、上記と同様の措置が講じられています（震災特例法 25の３の２）。 

 

〔適用時期〕 

改正福島復興特措法の施行の日（平成 25年５月 10日）から施行されます（改正法附則１十、

改正福島復興特措法附則１）。 

 

 

 

 

 

 

給与等の支給を受けた者 避難対象雇用者等に該当することを明らかにする書類 

① 平成23年３月11日にお

いて避難対象区域内に所

在する事業所に勤務して

いた者 

その者から提出された次に掲げる書類 

ⅰ 平成23年３月11日における労働基準法第22条第１項の使用者の

同日において避難対象区域内に所在する事業所に勤務していた旨

を証する同項の証明書 

ⅱ 雇用保険の被保険者資格の取得の届出の確認の照会書の写し及

び公共職業安定所のその照会書に対する回答書（平成23年３月11

日における被保険者資格を取得していることを明らかにするもの

に限ります。） 

ⅲ 上記ⅰ又はⅱに掲げるもののほか、その者が平成23年３月11日

において避難対象区域内に所在する事業所に勤務していたことを

明らかにする書類 

② 平成23年３月11日にお

いて避難対象区域内に居

住していた者 

次に掲げる書類のうちその者が平成23年３月11日において避難対

象区域内に居住していたことを証する書類 

ⅰ 住民票の写し（平成23年３月11日後に転出している場合には、

消除された住民票の写し） 

ⅱ 住民基本台帳法第20条第１項に規定する戸籍の附票の写し 

ⅲ 上記ⅰ又はⅱに掲げるもののほか、その者が平成23年３月11日に

おいて避難対象区域内に居住していたことを明らかにする書類 

申告に当たっての注意点 
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 被災事業者(注１)である旨の福島県知事の確認を受けた法人が、避難解除区域(注２)に係る避難等

指示の解除日から同日以後５年を経過する日までの間に、特定機械装置等の取得等をし、その避

難解除区域内においてその法人の事業の用に供した場合には、供用年度において次のイ及びロの

特定機械装置等の区分に応じそれぞれ次の特別償却又は法人税額の特別控除ができます（旧震災

特例法 17の２の２①②）。また、法人税額の特別控除はその供用年度の法人税額の 20％相当額を

限度とし、控除限度額を超えた部分の金額については４年間の繰越控除ができます（旧震災特例

法 17の２の２②～④）。 

 イ 機械及び装置：即時償却又は取得価額の 15％の税額控除 

 ロ 建物及びその附属設備並びに構築物：取得価額の 25％の特別償却又は８％の税額控除 

なお、本制度は、復興産業集積区域等に係る措置、避難解除区域において避難対象雇用者等を

雇用した場合の法人税額の特別控除又は再投資等準備金制度との選択適用とされています（旧震

災特例法 17の３②、17の３の２②、18の３②）。 

(注) １ 被災事業者とは、平成 23 年３月 11 日時点で、避難対象区域内に事業所を有していた事業者をいいま

す。２において同じです。 

２ 避難解除区域とは、緊急時避難準備区域（平成 23年９月 30日付解除）、警戒区域及び計画的避難区域

のうちこれらに係る避難指示（これらの指示を「避難等指示」といいます。以下同じです。）が全て解除

された区域をいいます。２において同じです。 

   

 

⑴ 対象区域の追加 

本制度の対象区域に、避難指示解除準備区域及び居住制限区域が追加されました（震災特例 

法 17の２の３①、福島復興特措法 26）。 

⑵ 適用期間の見直し 

避難指示解除準備区域及び居住制限区域における本制度の適用を受けることができる期間を、

その地域について福島復興特措法第４条第４号ハに掲げる指示があった日からその指示が解除

された日以後５年を経過する日までの間とされました（震災特例法 17の２の３①）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 原子力災害からの復興支援措置 

－避難解除区域等に係る措置－ 

〔制度の概要〕 

１ 避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度の

整備 

〔改正の内容〕 
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（改正により追加された対象区域に係る本制度の適用期間の例） 

 

《連結納税制度》  

 連結納税制度においても、上記と同様の措置が講じられています（震災特例法 25の２の３）。 

 

〔適用時期〕 

避難解除区域等に係る避難等指示が解除された日以後に取得等をする特定機械装置等について

適用されます（改正法附則 97②、99②）。 

 

 

 

 

 

避難解除区域に係る避難等指示の解除日から同日以後３年を経過する日までの間に、被災事業

者である旨の福島県知事の確認を受けた法人が、適用期間（その確認を受けた日から同日以後５

年を経過する日までの期間）内の日を含む各事業年度（適用年度）の適用期間内において、その

避難解除区域内に所在する事業所に勤務する避難対象雇用者等(注)に対して給与等を支給する場合

には、その適用年度において、その支給する給与等の額の 20％相当額の法人税額の特別控除がで

きます。ただし、控除限度額は、その適用年度の法人税額の 20％相当額が限度とされます（旧震

災特例法 17の３の２①）。 

なお、本制度は、復興産業集積区域等に係る措置、避難解除区域において機械等を取得した場

合の特別償却等若しくは再投資等準備金制度又は措法の雇用促進税制との選択適用とされていま

す（旧震災特例法 17の３の２②、18の３②）。 

 (注) 避難対象雇用者等とは、次の者をいいます（旧震災特例法令 17の３の２①）。 

① 平成 23 年３月 11日時点で避難対象区域内に所在する事業所で勤務していた者 

② 平成 23 年３月 11日時点で避難対象区域内に居住していた者 

 

⑴ 対象区域の追加 

本制度の対象区域に、避難指示解除準備区域及び居住制限区域が追加されました（震災特例

法 17の３の３①、福島復興特措法 27）。 

　本制度の対象に追加された区域（再編後の避難指示区域）

本制度の適用期間

①福島復興特措法４四ハの指示

５年間

③①の指示が解除された日

②近く全ての指示が解除される旨の指示

避難 解 除 区 域
警戒区域又は

計画的避難区域 居 住 制 限 区 域 避難指示解除準備区域

福島復興特措法４

四イ又はロの指示

《イメージ図》 

 

〔制度の概要〕 

２ 避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度の整備 

〔改正の内容〕 
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⑵ 福島県知事の確認を受ける期間の見直し 

避難指示解除準備区域及び居住制限区域における福島県知事の確認を受ける期間を、その地

域について福島復興特措法第４条第４号ハに掲げる指示があった日からその指示が解除された

日以後３年を経過する日までの間とされました（震災特例法 17の３の３①）。 

 

（改正により追加された対象区域に係る福島県知事の確認を受ける期間及び適用期間の例） 

 

《連結納税制度》  

 連結納税制度においても、上記と同様の措置が講じられています（震災特例法 25の３の３）。 

 

〔適用時期〕 

改正福島復興特措法の施行の日（平成 25年５月 10日）から施行されます（改正法附則１十、

改正福島復興特措法附則１）。 

 

  

　本制度の対象に追加された区域（再編後の避難指示区域）

確認を受ける期間

確認 本制度の適用期間

３年間②近く全ての指示が解除される旨の指示

５年間

避難 解 除 区 域
警戒区域又は

計画的避難区域 居 住 制 限 区 域 避難指示解除準備区域

福島復興特措法４

四イ又はロの指示

①福島復興特措法４四ハの指示 ③①の指示が解除された日

《イメージ図》 
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〔制度の概要〕 

 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている次に掲げる法人につい

て、債務処理に関する計画が策定された場合には、法第 59条第２項((会社更生等による債務免除

等があった場合の欠損金の損金算入))の規定により期限切れ欠損金を損金の額に算入することが

できます（旧震災特例法 17①、旧法 59②）。 

イ 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第 22 条第１項に規定する買取決定に係る債権

の債務者である法人 

ロ 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第 59 条第１項に規定する産業復興機構の組合

財産である債権の債務者である法人 

 

上記イの法人が株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第 19 条第４項に規定する支援決

定の対象となった法人に改められたほか、これらの法人について、再生計画の認可があったこと

に準ずる一定の事実（債務処理に関する計画が一般に公表された債務処理を行うための手続につ

いての準則に従って策定されていること等の要件に該当するものに限ります。）が生じた場合には、

資産の評価損益の計上及び期限切れ欠損金の優先控除ができることとされました（震災特例法 17

①、震災特例法令 17①、法 25③、33④、59②）。 

《連結納税制度》 

連結納税制度においても、上記と同様の措置が講じられています（震災特例法 25）。 

 

〔適用時期〕 

平成 25 年４月１日以後に再生計画認可の決定があったことに準ずる事実が生ずる場合につい

て適用され、同日前に旧震災特例法第 17条第１項各号に掲げる事実が生じた場合については、従

来どおり適用されます（改正法附則 96、98）。 

Ⅲ その他の改正 

 被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例制度の整備  

〔改正の内容〕 


